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合宿事業 BBQ事業キャンプ事業 アウトドア
中古物販事業

プラットフォー
ム事業

社員80
名

社員60
名

社員40
名

社員60
名

社員5名

グループ合計売上  ：約60億円
社員数                    ：正社員約250名、アルバイト約 1000名

   Vision      : ⽣きる⼒を、⾃然から。
Mission   : 予定不調和の価値を信じて、⾃然とのつながりをひらく。



東京生まれ。新宿と千葉県
いすみ市の2拠点生活。

20代は証券会社で日本株トレーダー



2006年、「合宿事業」で創業

旧千代⽥区臨海学園を合宿施設として再⽣し、
第⼀号施設となる「サンセットブリーズ

(千葉県鋸南町、本社所在地)」の運営を開始

現在は全国で14施設を運営（＋1施設の開業準備中）

近年は全国で課題になっている少年⾃然の家の再⽣事業に注⼒

※優先交渉権企業に選定



2014年、「キャンプ事業」に参⼊

昭和の森フォレストビレッジ（千葉県千葉市）
旧千葉市ユースホステルを

合宿×キャンプ施設として再⽣
都市公園活⽤事業の⼀号案件

SUMIKA CAMP FIELD レイクロッジヤマナカRECAMP 砂湯 RECAMP 摩周RECAMP 和琴

⽇川浜オートキャンプ場

昭和の森
フォレストビレッジ

RECAMPしょうなん RECAMP勝浦

RECAMPおだわらRECAMP館⼭ 東⼤阪市⽴
野外活動センター

RECAMP別府志⾼湖

RECAMP常総 RECAMP⾜利

RECAMP養⽼

2019年にキャンプ場運営子会社 Recampを設立
現在は全国で施設を運営

RECAMP
富⼠スピードウェー

⽇光国⽴公園 砥沢野営場



2020年、「バーベキュー事業」に参⼊

2021年、⻄武グループと合弁でステップアウトを設⽴、
HERO事業を移管。歴史あるバーベキュー施設運営会社の

HEROを2020年11⽉にM&A。
都内の公園を中⼼にバーベキュー施設を展開。



アウトドア領域へのかじ取り

合宿事業 キャンプ事業 BBQ事業

全国14施設
年間延べ20万泊（準利⽤10万⼈）

合宿業界最⼤規模

⼩学⽣〜社会⼈団体 ファミリー ファミリー ファミリー 団体

全国18 施設
年間利⽤者20万泊

キャンプ業界最⼤規模

全国15施設
年間利⽤者20万⼈
BBQ業界最⼤規模



国内拠点数



アウトドア業界のDX

Outdoor DX
キャンプ場成⻑⽀援
プラットフォーム事業なっぷ セカンドハンドアウトドアギア

買取‧販売事業UZD



 ⼈は⾃然のなかにいると、
変化を楽しみながら、⼩さな失敗も受け⼊れ、⾃らの判断で考えて⾏動します。

⾃然は、⼈々のクリエイティビティを誘発する⼒があります。

そして、これから社会が迎える、
テクノロジーが加速度的に進化する時代においてこそ、

これらの⼒は必要になります。
「こんなのがあったらいいのにな」という発想が、

テクノロジーの⼒で本当に実現してしまうからです。

クリエイティビティが、報われる時代

グループビジョン：
⽣きる⼒を、⾃然から。

グループミッション：
予定不調和の価値を信じて、⾃然とのつながりをひらく。



上郷森の家（横浜市）2019年〜 ⾃然の家みかも（栃⽊県）
2024年〜

鈴⿅⻘少年センター
（三重県）2024年〜

熊本少年⾃然の家（熊本市）
2025年〜

丹波市少年⾃然の家（丹波市）
2027年〜

少年自然の家のPFI事業に注力  



その他

当社合宿施設の分類整理

学校法⼈所有の
校外学習施設

⾃治体所有の
⾃然体験施設少年⾃然の家



⾃然の家の現状



⾃然の家の可能性
豊かな⾃然環境

R.project運営の6施設（本栖湖含め）のうち５施設は敷地からダイレクトに
ハイキングコースにアクセスできる。（スズカトは⾃然豊かな公園の中）



⾃然の家の可能性
地元地域の重要な資源
丹波少年⾃然の家の公募要項より

丹波少年⾃然の家の審査項⽬

その地域の多くの⼈々に認識され、⾃然体験のハブ機能を果たしている。
引き続き地域の広域連携が求められていて、
⾃治体もネットワーク構築や発信のバックアップをする体制がある。

当社提案資料より、広域連携イメージ



⾃然の家の可能性（海外の状況）

世界最強の投資銀⾏、ゴールドマンサックスのCEO
が幼少期に通った施設を購⼊。⾃⾝が経験した、
⾃然体験の社会的意義の観点以外にも経済的観点に
注⽬し、その後も数施設に投資をしている。



ポテンシャルと課題が混在
⾃然の家2.0が必要



学校利⽤しかないため
運営収⼊が低い

施設が⽼朽化
している

少⼦化で利⽤者が
少ない

財政負担が増える⼀⽅ 財政負担の正当化が困難

短期間の
指定管理者制度

費⽤負担＆運営の担い⼿
の⾒込みがたてられない

⾃然の家の構造的な課題分解

運営 開発 制度



学校利⽤と
収益事業の両⽴

コストパフォーマンス
の⾼い開発 利⽤層の多様化

財政負担を減らす
社会的意義＆経済効果で
財政負担の正当化が可能

費⽤負担確定＆
運営の担い⼿確保

⻑期のPFI制度

学校利⽤しかないため
運営収⼊が低い

施設が⽼朽化
している

少⼦化で利⽤者が
少ない

財政負担が増える⼀⽅ 財政負担の正当化が困難

短期間の
指定管理者制度

費⽤負担＆運営の担い⼿
の⾒込みがたてられない

課題解決のポイント



運営
⾮収益事業の教育旅⾏を受け⼊れながらも、
営業⼒＆企画⼒＆運営⼒により幅広い顧客層を獲得して収益事業を⾏う。

⾃然の家2.0に向けて ①運営

Before

合宿
‧⻘少年合宿
‧企業研修
‧⼤学⽣合宿

宿泊型サッカー⼤会運営

なっぷを活⽤したキャンプ事業



ファミリー
アクティブ、⾃然
好き。⾏事としての
旅⾏ではなく共同体験
で絆を深める⽬的。

⾃然学校
学校の宿泊体験学
習。部活と同様、
施設がない⾃治体は
委託する可能性。

⼤学⽣
体育会、サークル、
ゼミ。飲み会ニーズは
減っているが、
体験型ニーズを開拓。

⼩中⾼
合宿の中⼼客層。
あらゆる習い事が
対象。⼤会開催による
能動的集客も。

インバウンド
個⼈＆団体。アクティ
ブ、⾃然好き。地⽅
地域とか地元の⼈との
交流を求む。

企業
4⽉は新⼈研修、
それ以外も⼩規模
エンゲージメント
合宿。



⾃然の家2.0に向けて ①運営

⼈⽣の中で何度も訪れる施設に



多額の改修費資産で⾃然の家が廃⽌される事例が多く発⽣。
⺠間の宿泊施設（観光ホテル等）の活⽤は⾃然体験の削減とほぼ同義

⾃然の家2.0に向けて ②開発

2025年11⽉25⽇発表
川崎市の⼋ヶ岳少年⾃然の家の廃⽌に関するリリース



今まではRC造の⼤規模建築（or改修）が前提だったので、リノベーションや新設⼯事の予算
が⼤規模になることが当然であった。
R.projectは⽊造建設のネットワークやノウハウを獲得し、低廉な価格でありながら⾃然を感
じることができ、かつより多様な世代の利⽤者に受け⼊れられる施設開発を提案する。

Before

⾃然の家2.0に向けて ②開発



⽼朽化した施設をコストパフォーマンスの⾼い開発で再⽣（熊本少年⾃然の家を例に）

‧合宿に特化した造り
‧⾼い建築コスト（坪200－300万）
‧⾼い⼤型設備の修繕コスト

‧低建築コスト（坪100-150万程度）
‧多種多様な顧客に向いた作り
‧低い個別型設備の修繕コスト

建設費のみならず、運営開始後の集客や収益にも好影響

RC⼀棟施設 ⽊造分棟型施設（例）

⾃然の家2.0に向けて ②開発



⾃然の家2.0に向けて ③制度

「実質的な公共運営」である短期間の指定管理者制度から、⻑期×⾃治体
負担固定化×⺠間裁量増のPFIへの移⾏は⼤きな制度変化

PFI導⼊後も残る課題

‧減免利⽤の扱い
→利⽤者を受ければ受けるほど損失が増えるスキームになっていることも。

‧運営現場に即していないルール（条例）
→利⽤時間、キャンセル料、等

‧⾃然の家としてのリスク基準
→「⾃然の家」なのか「公共施設」ありきか？



＜少年⾃然の家のあるべき姿＞

‧市内学校に低廉な価格で提供（公共サービス）
‧市外学校については関係性次第で料⾦を決定（公共サービス）
‧市⺠利⽤については⺠間相場の定価から⼀定の割引（受益者負担、市内優先）
‧市外料⾦は⺠間相場の定価で提供（市内優先）

主たる⽬的の教育旅⾏を低廉に、⼀般市⺠も受益者負担により市⺠への公平性担保、
市外料⾦設定で運営者である市内事業者への還元。

運営事業者は公共サービスを執⾏しながら⺠間事業で収益を確保し、
今まで以上に教育利⽤の料⾦低減や⾃治体への還元を⾏う。

公共サービスの考え⽅
公共性の⾼い事業については⾃
治体財源でまかなわれ、利⽤者
には低廉な価格で提供される。
（少年⾃然の家、図書館、公
園、等）

受益者負担の考え⽅
通常の⺠間サービスについては、利⽤
していない市⺠に対する公平性の観点
で原則として受益者が負担する。
（社会的弱者に対する配慮は必要）

市内優先の考え⽅
優先順位①
市⺠、および本社が市内の企業
優先順位②
市内で事業を⾏う企業
優先順位③
市外

⾃然の家2.0に向けて ③制度
料⾦の考え⽅



⾃治体が決めたルール

打診の結果、
変わる余地なさそう

打診の結果、
今後変わり得る

現時点で緩和しても
良いルール

実績とともに
緩和しても良いルール

運営者が
決めたルール

実際に守った⽅が
良いルール

現在の各種ルールや⽅針

守るのは当然で、むしろ
その他施設でも守られて
いることを確認＆統⼀。

⾃治体から信頼される
実績を作りながら、
社内協議＆⾃治体報告の
上緩和していく。

社内他部署や顧客の声を
素直に聞き⼊れ、
必要と感じれば随時
緩和していく。

現時点ではルールは
ルールとして守るが、
「本来であれば変える
ことはR.projectの使命」と
認識し、⾃治体からの
信頼や関係性を
⾒ながら、タイミングを
⾒て適切な根拠とともに
丁寧に⾃治体と交渉する。

多少ならやむなく受け
⼊れるが、これが
少ないことを前提に
PFI事業に参⼊している
ため、あまり多いよう
であれば経営陣がSPC
と共に、必要に応じて
コンサルも含めて
⾃治体に陳情や提案を
⾏う。

事業者としては
緩和したい

→⾃治体に打診

⾃然の家2.0に向けて ③制度
ルールの考え⽅



⾃然の家2.0に向けて ③制度
リスク管理の考え⽅

「公共の⾃然体験施設」の理想的なリスク管理は何か?

都市部の⽇常習慣では経験できない体験をする施設であることを踏まえ、
その趣旨⽬的にふさわしいリスク許容度は必要。
そのうえで、官⺠がリスク許容度やそれに伴うアクションの基準に対する共通認識を持つことは必須。



R.project創業時の将来像

→日本の自治体は民間の力を必要としている

基本的に公共施設はすべ
て⺠間裁量はなく、⾃由
な運営を⾏うには⺠間施
設で⾏うしかなかった

2006年頃（RP誕生）

⾃治体の財政負担が無い
代わりに⺠間運営の裁量
を与えるようになった。
例）千葉市昭和の森（都
市公園）の設置管理許可
事業など

2010年代

⾃治体の財政負担があっ
ても、⺠間運営の裁量を
与えるようになる
（はず！）。PFI型。

2020年代

⾃然の家2.0に向けた当社の期待







新しい⾃然の家に向けた提⾔

①情報収集
⾃然の家の⺠活を検討している各⾃治体の情報をもっと知りたい。
⾃治体と⺠間企業のマッチングイベントなどがあればぜひ参加したい。

②公募要領
施設に求める機能やその開発⽅法についてできる限り⺠間の⼯夫の
余地（裁量）を与えて頂きたい。運営の観点を⼊れるため＆
コストパフォーマンスの⾼い開発のため。

③条例
既存の条例について、新しい⺠活運営が始まるタイミングで
アップデートをして頂きたい。

④共通認識
全般的なリスク管理について、「⾃然の家の趣旨」、「⺠間宿泊施設の⼀般的
な姿」を踏まえ、運営開始前に官⺠で共通の基準認識を持ちたい。




